
「外国人介護人材研究会」のご案内	

	

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が平成 29 年 11 月１日に施行

され、技能実習の対象職種に介護が加わりました。また、それに先立つ平成 29 年 9 月 1 日には、「出入

国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が施行され、介護福祉士資格を有する外国人への資格と

して「介護」が認められました。さらには旧来の EPA に基づくインドネシア・フィリピン・ベトナムか

らの介護福祉士受け入れも続きます。	

これからの時代は、介護の現場においても外国人の存在を無視することはできません。	

		しかし、制度は複雑なうえ新しい制度も加わり、運用状況そのものから見定めていかなければなりま

せん。また、送り出し国の情勢も無視できないうえ、今後の社会状況によってはさらなる変更も否定で

きません。介護の現場に専念されたい方々からすれば、戸惑いながら受け止めているというのが実際の

ところではないでしょうか。	

そこでこの度、介護関係や外国人材受入、国際交流等に携わってきた法人あるいは専門家によって、

最新の情報を共有し、今後の対応策を講じていくための研究会を立ち上げました。	

是非ともご賛同いただき、ご入会いただきますよう何卒宜しくお願いいたします。	

	

共同代表	 三上博至（一般社団法人	介護事業操練所	理事長）	

熊田篤嗣（一般社団法人	WA	International	代表理事・元衆議院議員）	

	

●目的	

介護の現場における、外国人人材受入についての最新の情報を共有し、今後の対応策を講じていくた

めに資する取組みをしていく。	

	

●活動	

・月に一度、FAX ニュースを発信	

・情報交換会・講習会の開催	

・現地国への視察	

	

●入会資格	

・介護関係法人（社会福祉法人、学校法人、医療法人等）	

・外国人材関わる法人（協同組合、日本語学校、社団法人等）	

・専門家（大学教授、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等）	

・その他本会の目的に合致する法人（送り出し国の法人も含む）	

	

●会費	

1 法人あたり 1 ヶ月 1,000 円（半年毎に 6000 円ずつ振込み）	

※但し、情報交換会、講習会、視察等への参加費は別途発生	

	

●所在地	

本部	 	 	 	 鎌倉市二階堂 22-4	（介護事業操練所内）	

大阪支部	 	 大阪市天王寺区寺田町 2-2-9	 （WA	International 内）	



入	 会	 申	 込	 書	
	

「外国人介護人材研究会」の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。	

	

	

年	 	 	 	 月	 	 	 	 日	

	

法人名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

役職名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

お名前	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

住所	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

電話番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

FAX 番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

E-Mail	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

※入会をご希望される方は、本入会申込書を FAX 頂きますようお願い申し上げます。	

	 後日、入会の詳細についてご案内させていただきます。	

	

FAX	 ０４６７－８４－８０６４	


